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     私たちの活動や意見を平和委員会のなかまたちに伝えます 

私たちの会費が日本平和委員会と茨城県平和委員会の活動を支えています 

平和の会ニュース、平和かわら版（ＰＤＦ版）配信しています 
平和のなかまに伝えたいニュースやご意見を事務局にお寄せください ＦＡＸは 029-831-9122 

早い、確実に届くご希望の方はｅＭａｉｌアドレスご連絡ください 
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反戦・平和の思想 

 平和主義と人権保障・国民主権は、日本国憲法の基本原理であり、これらは、相互に密接不可分

な関係をもっています。そして、この不可分性は近代憲法が生まれた時からすでにあることが確認

できます。平和主義は、日本国憲法だけの「専売特許」ではなく、また日本国憲法は、その点で「孤

立」しているわけでもありません。 

 フランス革命最初の憲法である１７９１年憲法は、「フランス国民は、征服を行うことを目的と

するいかなる戦争も企図することを放棄し、かつ、いかなる人民の自由に対してもその武力を行使

しない」と定めています。ここには「侵略戦争の否定」がうたわれています。 

これは、後に１９２８年のパリ不戦条約でようやく国際的約束となり、その後、国連憲章、日本

国憲法９条へと連なっていきますが、その源流はこの時生まれたのです。そして、この「侵略戦争

の否定」を憲法に掲げる国は、今では数多く存在しています。 

 

 ここで、あらためて日本国憲法９条全文を読んでみよう。 

「第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。 

  ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、

これを認めない。」 

 

 ここにはフランス革命にそのルーツを持つ反戦・平和の思想が凝集して刻み込まれています。 

とりわけ、②項には「戦力の不保持」「交戦権の否認」がきっぱりと規定されており、「侵略戦争の

否定」から「戦争そのものの否定」へと平和理念の進展のさまが色濃く反映しています。この②項

こそ、まさに９条の核心にほかなりません。 

世界の宝憲法９条   

 ９条は素晴らしい宝です。私たち日本人のものという

よりは、世界の宝です。その証左というわけではありま

せんが、スペイン領カナリア諸島には、その９条がスペ

イン語に訳されて公共の場に掲げられています。グラン

カナリア島に「広島・長崎広場」でそれが見られます。

ことほどさように日本国憲法は、評価が高いのです。私

たちももっともっとこれを大切しなければならないと痛

感する次第です。 
              代表理事 齊藤房雄 
 
 
 
 
 活動ごよみ 

１・２０ 憲法九条土浦の会うたごえ喫茶 
      ワークヒル土浦 午前１０時～ 
１・２２ 平和の会理事会（保健生協事務所）

１・２６ 県平理事会（コープ水戸本部） 
     理事会終了後パトリオット学習会 
２・１１ 百里初午祭（百里平和公園） 
 


